
令和６年度 船橋競馬来場促進イベント業務委託に係る企画提案仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

  令和６年度船橋競馬来場促進イベント業務委託 

 

２ 業務の目的 

  令和６年度の船橋競馬の開催は、１４開催６５日の開催を予定している。うち１０

日間は大井競馬との共同開催である。 

本場開催中の船橋競馬場内において、令和６年４月の新スタンドの全面開業、令和

６年１２月の新入場門の設置を契機とする新規のお客様の獲得や、既存のお客様の満

足度を高めるイベント等を開催する。 

 なお、イベント等の開催においては、競馬初心者、女性、子供連れに特に配慮する

ことする。 

 

３ 業務の委託期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 業務の内容 

（１）ビギナーズカウンターの企画・運営 

   競馬初心者等に対し勝馬投票券の購入の仕方などを案内すること。 

  ア 実施日  船橋競馬の重賞競走開催日 

  イ 場 所  千葉県競馬組合が指定する場所 

  ウ 人 員  常時２名配置すること。  

（２）ハートビートセンターの企画・運営 

   入場者にスタンド等の施設の案内をするとともに、来場者プレゼントの配布、船

橋競馬関連グッズの販売等をすること。 

  ア 実施日  船橋競馬の全開催日 

  イ 場 所  千葉県競馬組合が指定する場所 

  ウ 人 員  常時２名配置すること。  

（３）女性専用ラウンジの企画・運営 

   女性入場者が快適に過ごせる無料ラウンジを企画・運営すること。 

 ア 実施日  船橋競馬の全開催日 

  イ 場 所  スタンド２階（令和５年度と同じ場所） 

  ウ 人 員  常時１名配置すること。  

  エ その他  テーブル、椅子を適宜消毒するなど新型コロナウイルス感染症対策

を講じること。 

（４）子供向けのサービスの提供 



   スタッフが常駐したキッズスペースを設置するとともに、船橋競馬のＰＲキャラ

クター「キャロッタ」の着ぐるみを使用したグリーティングも実施すること。 

   また、千葉県競馬組合（以下「組合」という。）所有のエアー遊具「ふわふわキ

ャロッタ」を使用する場合は、無償で貸出をする。 

① キッズスペース 

  ア 実施日  船橋競馬の全開催日 

   イ 場 所  スタンド２階（令和５年度と異なる場所） 

   ウ 人 員  常時１名配置すること。  

   エ その他  玩具、マットを適宜消毒するなど新型コロナウイルス感染症対策

を講じること。 

② キャロッタのグリーティング 

ア 実施日  重賞レース開催日及び土、日及び祝日開催日 

   イ 人 員  常時１名アテンドを配置すること。  

   ウ その他  開門時の来場者のお出迎え、記念撮影などをすること。 

（５）飲食の提供 

   競馬初心者などの若年層や女性向けのキッチンカー又は飲食ブースなどを運営・

設置すること。 

   ア 実施日  船橋競馬の全開催日 

           ただし、工事の状況により飲食の提供が困難な開催日が見込ま 

れる。 

   イ 人 員  飲食の提供の責任者を置くこと。 

   ウ その他  関係法令を遵守するとともに、船橋市保健所の指導に従うこと。 

（６）船橋競馬非開催時のイベント補助（当日スタッフ１名程度派遣） 

   組合が千葉県、船橋市及び習志野市主催のイベント等に出展する際にノベルティ 

グッズの配布、ブースの設営・撤去、告知ポスターの作成（出力は組合が行う）を 

補助する。 

   ア 参加予定イベント  ４回程度（下記は過去の実施例） 

    ・ 県民の日ちばワクワクフェスタ（６月） 

    ・ 市民まつり「習志野きらっと」（１０月） 

    ・ ちばアクアラインマラソン（１１月） 

   イ その他  出展ブースの備品等は、組合が全て用意する。  

（７）その他 

  ① 場内に掲示するイベントポスターを作成するとともに、その電子データを組合 

へ提出すること。ポスターの印刷は本電子データにより組合で行う。 

  ② 重賞競走等の表彰式運営の補助をすること。 

  ③ 重賞競走開催日の最終競走後の清掃活動を補助すること。 



    （清掃場所は、入場門から船橋競馬場駅の間） 

（８）独自の提案事項 

   上記の業務内容と連動し、本業務の目的に合致するイベント等であること。なお、

本提案事項については、イベント等の詳細は組合と協議し決定する。 

 

５ 業務実施体制 

（１）受託者は、本業務の実施にあたり、必要な人員を確保するとともに、業務従事者

を指揮監督する責任者及び副責任者を配置すること。また、やむを得ず、責任者及

び副責任者を変更する場合は、事前に組合へ報告すること。 

（２）実施計画書（任意様式）は、契約締結後、速やかに組合に提出し承認を得るとと

もに、業務従事者と共有すること。 

（３）当初の実施計画をやむを得ず変更する場合は、双方合意の上、変更するものとす

る。 

 

６ 業務完了報告書等 

  各競馬開催の終了後、参加者数、飲食等の売上高、苦情の対応記録、記録写真等を 

速やかに組合に報告・提出すること。 

 

７ 秘密の保持 

  本業務の処理上知り得た秘密を他者に漏らしてはならないこと。本業務の委託期間 

終了後も同様とすること。 

 

８ 再委託について 

  本業務の受託者は、業務の全部又は一部について、組合の承諾なしに他者に再委託 

することはできない。 

 

９ その他 

（１）委託業務に関連する全ての関係法令及び規則を遵守すること。 

（２）「令和６年度船橋競馬広報業務委託」の受注者と連携し、業務を円滑に進めるこ

と。 

（３）本場開催日以前から天気予報に留意し、荒天等により、来場者の安全確保が難し

い場合は、イベント開催等の可否について速やかに組合と協議すること。 

（４）夏季のイベント開催等については、イベント等の参加者・業務従事者の熱中症対

策、及び食中毒防止に万全を期すこと。 

（５）第１４回開催が年度をまたがるため、翌年度の受託業者に対して円滑に業務の引

き継ぎをすること。 


